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共同生活援助事業所 管理者 様 

障害者支援施設 管理者 様 
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神奈川県福祉子どもみらい局  

福祉部障害サービス課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

障害者支援施設等における感染症に関する業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等

に係る研修会の開催について（通知） 

 

日頃から本県の福祉行政の推進に格別の御協力をいただきありがとうございます。 

さて、障害福祉サービスは障がい者やその家族等にとって重要な社会基盤であり、感染

症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できる体制

の構築が求められています。 

こうした観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、感染症及び災害に係る

業務継続計画（ＢＣＰ）を、それぞれ令和５年度末までに策定することが運営基準におい

て義務付けられています。 

このたび、感染症に関する業務継続計画の策定のために必要な知識等を修得することを

目的として、次のとおり標記研修を実施することとしましたので、御参加いただきますよ

うお願いします。 

 

１ 実施概要 

(1) 目的 

コロナ禍においても、障害福祉サービス等の従業者が安心して従事し、障がい者本

人が継続してサービスを受けることが出来るよう、感染症に係る業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）の策定のために必要な知識等を修得することを目的として本研修会を開催します。 

※本研修は、神奈川県が株式会社ステイドリームに委託して実施しています。 

(2) 日時 

【１回目】令和５年２月９日（木） ９:30～12:00 

【２回目】令和５年２月27日（月） ９:30～12:00 

   ※どちらも同じ内容になります。 

(3) 対象者 

県所管域の共同生活援助事業所、障害者支援施設、障害児入所施設、療養介護、宿

泊型自立訓練の職員 



 

(4) 実施方法 

   オンラインにより実施（Zoom） 

※講義部分は第１回に実施した際の動画を上映します。 

(5) 研修概要 

ア 挨拶（県障害サービス課） 

イ 新型コロナウイルス感染症とは（県クラスター対策班） 

ウ 感染対策（県クラスター対策班） 

エ 事例紹介（県クラスター対策班） 

オ 感染発生時への備え（県クラスター対策班） 

 

２ 参加方法 

別紙参加申込書を申込先まで電子メールで送信してください。 

応募締め切り  

【１回目】令和５年２月６日（月）（開催日：２月９日） 

【２回目】令和５年２月20日（月）（開催日：２月27日）  

＜研修の申込先及び問合せ先＞ 

・障害者支援施設等における感染症に関する業務継続計画（ＢＣＰ）

の策定等に係る研修会事務局（株式会社ステイドリーム内） 

 担当者：髙橋、楠間 

・メールアドレス：info@staydream.com 

・問合せ先：047-701-8710 ※9：30〜17：00（土日祝日を除く） 

 

３ その他 

  研修会の参加料は無料です。 

 

本事業に係る問合せ先 

福祉施設グループ 中嶋 

電話 045－285-0738 

電子メール ken-shisetsu@pref.kanagawa.lg.jp  

mailto:info@staydream.com

